
次のとおり一般競争入札に付する。 
 

令和元年１１月６日 
群馬県公立大学法人理事長 高田邦昭 

１ 購入内容 
(1) 購入物品名及び数量 インターネットサーバ及びウィルス対策管理サーバシステムリ

ース事業 一式 
(2) 購入物品の仕様等  入札説明書及びインターネットサーバ及びウィルス対策管理サ

ーバシステム仕様書による。 
(3) 履行期限      令和２（２０２０）年２月２９日（土） 
(4) 履行場所      群馬県立県民健康科学大学（前橋市上沖町３２３－１） 
(5) 入札方法      上記(1)の件名に対し入札に付する。落札決定に当たっては、入札

書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相当する額

を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、そ

の端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とする

ので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であ

るか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分

の１００に相当する金額を入札書に記載すること。 
 
２ 入札参加資格 次に掲げる要件を満たす者であること。 
(1)群馬県公立大学法人契約事務取扱規程（群馬県公立大学法人規程第２６号。以下「規程」

という。）第３条第１項の規定に該当しない者であること。 
(2) 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）

に基づき、更生手続開始又は再生手続開始（以下「手続開始」という。）の申立てをして

いない者であること。ただし、手続開始の決定後に、入札に参加する資格に支障がない

と認められる者は、この限りでない。 
(3) 群馬県財務規則（平成３年群馬県規則第１８号。以下「規則」という。）第１７０条の

２第３項の規定により作成された平成３０・３１年度物件等購入契約資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に登載されている者であること。 
(4) 本件入札公告の日から開札までの間において、規程第３条第２項の規定による入札参加

制限を受けていない者であること。 
(5) 本件入札公告の日から開札までの間において、群馬県の物品の購入等に係る有資格者指

名停止等措置要領に基づく指名停止を受けていない者であること。 
(6) 当該サーバシステムを確実に構築できる者であること。 
 
 



３ 入札書の提出場所等 
(1) 契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問合せ先 〒３７１－００５２ 群馬

県前橋市上沖町３２３－１ 群馬県立県民健康科学大学事務局総務会計係（担当 黒崎） 
電話０２７－２３５－１２１１ 

(2) 入札説明書の交付方法 原則として、群馬県立県民健康科学大学ホームページ

（https://www.gchs.ac.jp/info/28500.html ）からのダウンロードによる。なお、群馬県

立県民健康科学大学ホームページによる取得が困難な場合等にあっては、事前連絡の上、

上記(1)の場所で交付を受けること。 
(3) 入札説明書の交付期間 令和元年１１月６日（水）から令和元年１１月１４日（木）ま

での毎日。ただし、上記(1)の場所で交付を受ける場合は、土日祝日を除き、時間は、午

前９時から正午まで及び午後１時から午後５時までの間とする。 
(4) 入札参加資格の確認 入札に参加を希望する者は、入札説明書に規定する書類を添付し

た申請書を令和元年１１月１４日（木）まで（受付日及び時間は、土日祝日を除く日の

午前９時から午後５時まで）に、上記(1)の場所まで提出し、入札参加資格の確認を受け

なければならない。 
なお、提出された申請書等について群馬県公立大学法人(群馬県立県民健康科学大学)が説

明を求めた場合は、速やかにこれに応じなければならない。 
(5) 既設設備の確認 入札に参加を希望する者は、必要な場合には、応札の１０日前までに、

設置箇所の事前調査を行い、既設設備の確認などを行うこと。 
(6) 入札及び開札の日時及び場所 令和元年１１月２８日（木）午後２時３０分 群馬県立

県民健康科学大学南棟１階 第１学習室（郵送による場合は、書留郵便とし、１１月２

７日（水）午後４時までに上記(1)の場所に群馬県立県民健康科学大学事務局長宛て親展

で必着のこと。また、二重封筒の表封筒に「令和元年１１月２８日開札インターネット

サーバ及びウィルス対策管理サーバシステムリース事業入札書在中」と朱書きすること。） 
 
４ その他 
(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨 
(2) 入札保証金及び契約保証金 免除 
(3) 入札の無効 本公告に示した入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義

務を履行しなかった者のした入札その他規程第１０条各号に掲げる入札は、無効とする。 
(4) 契約書の作成の要否 要 
(5) 落札者の決定方法 規程第５条の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で

最低の価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 
(6) その他詳細は、入札説明書による。 
 
 


